
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  災害派遣手当の所得税の取扱い               

Ｑ：都道府県又は市町村に派遣された国又

は地方の行政機関の職員に対して支給される

災害派遣手当は、どのように取り扱われます

か？ 

                                              

Ａ：非課税となります。 

【解説】 

さきごろ、国税庁から同様の文書回答事例

が公表されました。 

それによりますと、次のように取り扱うこ

ととされています。 

給与所得者が勤務する場所を離れてその職

務を遂行するため旅行をした場合に、その旅

行に必要な支出に充てるため支給される金品

で、その旅行について通常必要であると認め

られるものについては、非課税所得とされて

います。 

復興法に基づく災害派遣手当は、派遣され

た職員が本来の勤務地を離れて派遣先の区域

に滞在するために必要な宿泊費等の実費弁償

としての性格を有しており、派遣された職員

に対してその派遣元である国や地方の行政機

関から旅費が支給されないことから、その代

わりに支給されるものです。 

また、その支給基準は国家公務員の日額旅

費及び宿泊等に要する経費等を総合的に勘案

し、実費相当額となるよう定められています。 

このようなことから、この災害派遣手当は、

非課税所得として取り扱ってよいとしていま

す。 
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